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N1 入札説明書 5 第2 7 (1) ア　設計・建設期間 設計建設期間は、当初の想定よりもタイトなものと思われま
す。落札者決定後、事業契約締結前であっても、設計協議等を
開始することは可能でしょうか。

落札者決定後、事業契約締結前の期間において、準備行為として、契
約内容を確認等のために設計協議を行うことは可能です。ただし、事
業契約に至らなかった場合、設計協議等を行ったために要した増加費
用については、事業者の負担となります。

N2 入札説明書 5 第2 7 (1) 事業期間 実施方針では1ヶ月の準備期間がありましたが、改訂後のスケ
ジュールでは、事業の準備は本施設等の引渡しまでに行うとい
う理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

N3 入札説明書 7 第3 1 (1)
エ

参加資格 「入札参加者を構成する者」とは、構成員、協力企業を問わ
ず、同ページ「ア」にて示されているように、設計業務・工事
監理業務・建設業務・維持管理業務・運営業務・その他マネー
ジメント業務を行う者を意味するとの理解で宜しいでしょう
か。それとも、構成員、協力企業を意味するのでしょうか。

「入札参加者を構成する者」とは、ご質問の上段を示しています。「入
札参加者を構成する者」には、構成員・協力企業に関わらず、川越市
内に本店を有する者を１者以上含んでください。なお、建設業務、運営
業務を行う者に関しては、第3、１、（１）、ウの規定がありますので、留
意してください。

N4 入札説明書 7 第3 1 (1) エ 入札参加者を構成す
る者のうち１者以上は、
川越市内に本店を有する
者とすること。

「川越市内に本店を有する者」は協力企業でもよいとの理解で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

N5 入札説明書 7 第3 1 (1)
キ

参加資格 応募者の構成員と協力企業は、他の応募者の構成員・協力企業
の下請であれば問題ないのでしょうか。またその企業が「エ」
を満たしていても問題ないのでしょうか。

下請け企業については、特段規定を設けていません。「エ」も、構成
員・協力企業の入札参加資格要件であり、下請企業についての要件
ではありません。

N6 入札説明書 10 第3 1 (3) エ　維持管理業務を行う
者

維持管理実績につき、当社は複合施設（屋内プール・体育館等
を含む）の総合管理を受託しており、業務内容は、清掃業務・
環境衛生業務・設備保守業務・警備業務です。本業務により、
資格要件を満たしておりますでしょうか？

要求水準に記載がある維持管理業務に関する内容であると推測でき
ますので、満たしていると考えられます。ただし、個別の内容について
は、一次審査提出書類に基づき確認します。

N7 入札説明書 10 第3 1 (4) 入札参加資格の確認等 「イ入札参加資格確認基準日以降の取扱い」の下から２行目の
「提案内容の継続性を担保するために必要な措置」とは、除外
された構成員/協力企業の代りの企業を入札参加者に加えること
を想定されていますでしょうか。その場合、貴市が入札参加資
格の継続を認めるかどうかは、どのような基準によるのでしょ
うか。

前段のご質問については、ご理解のとおりです。
後段のご質問については、新たに入札参加者の構成員、協力企業と
なったものが、入札参加者が備えるべき入札要件を満たしていること
が一義的な条件になりますが、提案書提出後においては、その提案
内容に独特の提案があった場合など当該提案内容を鑑みて、除外さ
れた者に代わる者が提案書の内容が履行できるかどうかを証明して
頂き、確認することになります。
また、その事由が発生した時期において、変更のため時間を要し、落
札者の決定時期の遅れ、入札の履行への支障等が生じる場合等は
認めることはできません。
したがいまして、一定の基準を設ける予定はありません。

N8 入札説明書 11 第3 3 (1) 入札説明書等の承諾 文中の「補足指示事項」とは具体的には何を指しますでしょう
か。

「補足指示事項」とは、例えば誤記や質問回答に関する訂正資料を指
します。現時点では特に予定していませんが、入札説明書等・質疑応
答に加え、追加で公表した情報・指示がある場合は、当該追加事項も
含めて事業者は本事業を承諾したものとみなします。

N9 入札説明書 12 第3 3 (5) 複数提案 2以上の提案を行うことができないということは、オプション提
案も不可能という理解で宜しいでしょうか。

１つの入札参加者が、2通りの提案書を提出できないことを規定してお
ります。オプション提案というものは想定していません。
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N10 入札説明書 12 第3 4 ー 選定スケジュール 提案書提出にあたり、提出要求されている様式も多く、提案書
作成に十分な時間が必要と思料しております。質疑回答の内容
を踏まえ、より良い提案をすべくためにも、質疑回答の時期を
早めていただけないでしょうか。特に、設計作業や事業の根幹
に関る事項の回答については、早い段階でのご回答をご検討お
願いいたします。

公告スケジュールのとおり実施する予定です。

N11 入札説明書 12 第3 4 ー 選定のスケジュール 予定価格は一次審査後に公表されるとのことですが、一次審査
公表から入札日までの期間が短期間と思われます。予定価格の
精査を踏まえ、確実な事業提案をするためにも、提案書の提出
日を延ばしていただけないでしょうか。

公告スケジュールのとおり実施する予定です。

N12 入札説明書 14 第3 6 (2) 入札説明書等に関する質
問回答の公表と閲覧

質問回答は、担当窓口での閲覧のみで、市のホームページ上に
は公開されないのでしょうか。

質問回答については、担当窓口での閲覧と、ホームページ上での公表
と２通りあります。

N13 入札説明書 14 第3 6 (2) 入札説明書等に関する質
問受付（②＊）、質問回
答の公表（③＊）

質問回答は窓口での閲覧だけでなく、貴市ホームページでも公
表していただけますでしょうか。

N12の回答をご参照ください。

N14 入札説明書 14 第3 6 ー 質疑回答 3月3日の質疑回答以降、質疑回答の内容も含め再度、質疑の機
会を設けていただけないでしょうか。

別途、質問回答期間を設ける予定はありません。

N15 入札説明書 14 第3 6 (2) 入札説明書等に関する質
問受付（②＊）、質問回
答の公表（③＊）

質問回答に対してさらに再質問がある場合には、個別に問い合
わせればお答えいただけますでしょうか。（多くのPFI事例では
質問機会が２回あるのに対し、本件は１回ですので、再質問の
可否についてお聞きするものです。）

個別の問合せは受け付けません。

N16 入札説明書 16 第3 6 (8) プレゼンテーション プレゼンテーション時に、提案書の概要書作成が再度求められ
たりするケースが散見されますが、応募者としては求められた
提案様式集に対し誠意を持って努力して作成し提出している次
第ですので、提案書で審査されることを希望します。プレゼン
テーション時に求められる作成資料等の軽減についてご理解頂
きたくお願い致します。

プレゼンテーションに関する詳細については、入札参加者に別途通知
します。提案書提出時に提案した内容の要点（まとめ）をパワーポイン
ト等で説明してもらうことを予定しております。また、プレゼン等に係る
費用低減のため、模型等の作成は不要とする予定です。

N17 入札説明書 18 第3 7 (3) 再度入札 万一再度入札が行われる場合、入札公告からの諸手続き（質疑
受付・回答、参加表明等）が再度行われるという意味でしょう
か。

応札した者を対象にして、市が指定した日時において同条件で入札の
みを再度実施することを想定しています。ただし、「再度の入札を行う
ことができる。」としておりますので、実施しない可能性もあります。

N18 入札説明書 18 第3 7 (3) 再度入札 再度入札は、総合評価一般競争入札方式である以上、金額のみ
ならず、それに付随する提案書の内容の再検討の余地が応募者
に与えられるとの理解で宜しいでしょうか。

ご指摘のとおり、提案内容の再検討は必要であると考えます。再度入
札を実施する場合について、提案書の取扱い等については入札参加
者に対して別途通知します。

N19 入札説明書 21 第5 1 (2) 債権の取扱い 事業者がプロジェクトファイナンスで資金調達をする際の借入
先金融機関に対して債権譲渡や質権設定をする際には、貴市は
ご承諾いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

市が合理的と判断した場合は、承諾する予定です。

N20 入札説明書 23 第5 3 (3) 本施設の利用者数につい
て

市の想定する年間利用者数１５万人は、温浴・プール・スタジ
オ・ジムを有料にて利用する方の想定でしょうか。或いは無料
で利用される方を含む想定でしょうか。

温浴・プール・スタジオ・ジム等、利用料金の徴収を対象とした人数で
す。
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N21 入札説明書 23 第5 3 (3) 本施設利用者数 貴市では年間利用者数を15万人とご想定されているとのことで
すが、15万人の中には自主事業による来場者を含むとの理解で
宜しいでしょうか。

市が本事業を実施した場合の想定利用者数であり、自主事業という概
念はそもそもありません。

N22 入札説明書 23 第5 3 （3
)

本施設利用者数 貴市が本施設利用者数を15万人と設定した根拠をお示しいただ
けないでしょうか。

周辺の人口、類似施設等の実績等を踏まえて想定したものです。

N23 入札説明書 23 第5 3 （3
)

本施設利用者数 貴市が想定する本施設利用者数（15万人）における利用者別
（大人・小人・幼児）、施設別利用者をご開示いただけないで
しょうか。

利用者数の年代別の内訳は、周辺の人口分布等を基に想定していま
す。また、施設別利用者については、類似施設等を参考にして想定し
ています。
本想定人数は市の参考として提示しているものであり、需要予測につ
いては事業者のノウハウ等による適切な算定方法等を期待しているも
のです。集客能力については事業者の提案する施設内容・運営内容
によるところが大きいと考えるため、利用者等の詳細は開示しません
ので、ご理解ください。

N24 入札説明書 23 第5 3 (3) 本施設利用者数について 貴市想定の15万人の年間利用者数を算定された際の根拠となる
資料等を開示いただけませんでしょうか。

N23の回答をご参照ください。

N25 入札説明書 23 第5 3 (3) 本施設利用者数について 本施設利用者数は事業者が提案することとなっていますが、過
大な需要予測は事業の安定性を損なう恐れがあります。そのた
め、予測する利用者数の上限値を定めていただけませんでしょ
うか。

本事業は利用料金については全て事業者の収入になるスキームを
とっており、事業者が提案した施設内容、運営内容によるところが大き
いものと理解しています。したがいまして、市で上限を設けることは適
当ではないと考えます。
ただし、需要予測の適正等に関しましては、審査委員会等で判断した
いと考えていますので、ご理解ください。

N26 入札説明書 23 第5 4 (1) 都市計画事業認可区域の
土地の無償使用

計画地東側の資源化センターからの高温水の接続及び汚水貯留
槽への圧送に伴う水路横断（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ又は架空）等に関する
土地等の使用は無償にて可能との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

N27 入札説明書 23 第5 4 (2) 施設の使用 当該使用料は無償となっており、状況によって見直されるとの
ことですが、提案時においては、事業者はどのような収支想定
をすればよいのでしょうか。使用料の納付を求められる場合の
一定の基準をお示しください。

提案書作成においては、事業者は売店、食堂（自動販売機除く）等の
床使用料は無償としてご提案ください。また、自動販売機については、
想定として年間40,000円／台でご提案ください。
市では、売店、食堂については、独立採算で運営することを求めてお
り、提案においてもサービス購入料の算定対象外としているところであ
ります。
また、本施設等については、施設及び食堂等が一体となって賑わい等
を創出して頂くことを想定しておりますが、立地条件等を鑑みた場合、
食堂で多くの利益等を創出することは困難である可能性から、参画に
影響を及ぼす恐れがあるとの判断により、当初は無償にしたものであ
ります。
なお、使用料の納付を求める際の基準については、実績が売店、食堂
等の提案時の収支（利益）より上回っている状況であり、床使用料を負
担しても提案時の利益が確保できる場合については、床使用料の負
担を求めます。
したがいまして、当初提案時の想定利益を割り込んで負担を求めるこ
とは想定していません。
なお、川越市都市公園条例に基づく使用料の上限については、「川越
市行政財産の使用料に関する条例」に規定する使用料の算定方法に
準じて算出した金額とします。
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N28 入札説明書 23 第5 4 (2) ・・・市は、当該使用料
を無償（自動販売機を除
く）とするが、・・・

自動販売機を設置する際の想定使用料についてご教示くださ
い。

自動販売機設置に係る都市公園法第5条の許可については、「川越市
行政財産の使用料に関する条例」に規定する使用料の算定方法に準
じて算出した金額とします。なお、提案書作成にあたっては、想定とし
て年間40,000円／台でお願いします。

N29 入札説明書 23 第5 4 (2) 施設の使用 事業者が自動販売機を設置する場合には施設使用料は有償なの
でしょうか。その場合、貴市の想定する使用料はどの程度の水
準でしょうか。

自動販売機の設置は有償です。
なお、使用料につきましては、N28の回答をご参照ください。

N30 入札説明書 23 第5 4 (2) 施設の使用 「使用料を負担することが適当である」と判断される基準・考
え方についてご教示いただけますでしょうか。

N27の回答をご参照ください。

N31 入札説明書 23 第5 4 (2) 施設の使用 最終行に「選定事業者に対して使用料の納付を求める」とあり
ますが、事業期間の途中から有償となると事業収支計画の実現
の阻害要因になるので、無償としていただくか、あるいは収入
に連動する使用料変更のルールや算式をあらかじめ明確にご提
示いただけませんでしょうか。また、提案時には事業期間を通
じて使用料は無償という前提でよろしいでしょうか。

N27の回答をご参照してください。

N32 入札説明書 23 第5 4 (2) 施設の使用 「使用料を負担することが適当であると認めた場合、・・・使
用料の納付を求める」とありますが、その場合の対象面積は厨
房・食堂のみとの理解で宜しいでしょうか。

使用料の算出に伴う対象面積については、厨房、食堂、売店の利用
に供している場所の面積です。

N33 入札説明書 23 第5 5 選定事業者の事業契約上
の地位

事業者がプロジェクトファイナンスで資金調達をする際の借入
先金融機関に対して、事業契約上の地位及び権利義務を譲渡・
担保提供する際には、貴市はご承諾いただけるものと考えてよ
ろしいでしょうか。

市が合理的と判断した場合は、承諾する予定です。

N34 入札説明書 24 第5 6 (2) SPCの設立 代表企業のSPCへの出資比率は、他の株主と同率で最大でもよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

N35 入札説明書 24 第5 6 (3) SPCの設立 事業者がプロジェクトファイナンスで資金調達をする際の借入
先金融機関に対して、SPCの株式を譲渡・担保提供する際には、
貴市はご承諾いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

市が合理的と判断した場合は、承諾する予定です。

N36 入札説明書 24 第5 6 (4) ＳＰＣは、市内企業の育
成や地域経済の振興にも
配慮しつつ、本事業の実
施に努めること。

「地域経済の振興」には地域の資金の活用・地域内循環の観点
より、地域金融機関の機能の積極的な活用も含まれるとの理解
でよろしいでしょうか。

地域経済の振興については、様々なご検討を期待します。ご質問の内
容についても、その一つであると認識しています。

N37 入札説明書 24 第5 7 指定管理者 後々に定められる指定管理者の基準や業務範囲が、本件ＰＦＩ
で規定された内容に一致しないで議決された場合のリスク負担
は貴市にあるとの理解で宜しいでしょうか。

事業契約内容と指定管理者の業務内容については、事業契約に係る
契約書、要求水準書等の公表書類と一致するように努めますが、齟齬
が生じた場合で、指定管理者として業務を履行するために追加費用、
損害等を要した場合は、市が当該リスクを負担します。

N38 入札説明書 24 第5 7 指定管理者の指定 指定管理者に係る管理の基準及び業務の範囲等あるいは協定の
内容が、本入札説明書、要求水準書、事業契約書（案）等と異
なる内容で議会で議決されるようなことがあった場合、それに
伴って発生する増加費用等のリスクは市に帰属するものとの理
解でよろしいでしょうか。

N37の回答をご参照ください。
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N39 入札説明書 24 第5 7 指定管理者 ① 指定管理者が担う「公の施設」の範囲が、「売店及び食堂を
除く本施設等」とありますが、ここで言う「本施設等」とは、
ｐ3、4事業目的に記載されている本施設等と同じであるとの理
解で宜しいでしょうか。
② また食堂に付随するであろう厨房やトイレなどの諸室はどの
ような扱いになるのでしょうか。
③ 食堂等に隣接する休憩室はどのような扱いになるのでしょう
か。
④ 本事業区域内と2期以降事業区域の境界線部に設ける簡易的
侵入防止柵を貴市が撤去された後の境界線表示の方法は、提案
によるということになるのでしょうか。

市は、本事業契約において、本施設等を一体的に維持管理等して頂く
予定であり、また、本施設等については「公の施設」であることから、事
業者を指定管理者とする予定です。
しかしながら、売店及び食堂を運営することについては、都市公園法
の趣旨を鑑み、指定管理者の業務とはせず、都市公園法第5条の管
理許可を付与することによって事業を実施して頂くことを想定していま
す。
①につきましては、同義としてご理解ください。
②につきましては、厨房は食堂の一部であると解されますが、トイレ等
につきましては、施設のゾーニング等により食堂の一部か否か判断す
ることになると考えます。
③につきましては、来館者、来園者が誰でも利用できる状況であれば
公の施設として解します。
④につきましては、現地に表示するか否か、表示する場合はどのよう
にするか等については、２期以降事業の実施時に協議します。なお、
表示に係り直接的な費用が発生した場合は市の負担とします。なお、
管理区域の区分における計画の考え方は、Y2の回答をご参照くださ
い。

N40 入札説明書 24 第5 7 指定管理者の指定 指定管理者の指定の手続きにおいて、議会の承認が得られない
状況となった場合、事業契約もその時点で解除されることにな
るのでしょうか。

事業契約の変更等について協議しますが、本事業が指定管理者制度
の利用料金制度を採用する以上、事業契約の内容を存続させること
は困難であると考えますので、現状では解除することが適切であると
考えます。

N41 入札説明書 24 第5 7 指定管理者の指定 本事業において事業契約と指定管理者の指定とは一体のものと
考えられます。事業契約締結の後の指定管理者指定の議決リス
クを回避する意味からも、指定管理者の指定の手続きと事業契
約締結の手続きとを、同時並行のかたちで進めることはできま
せんでしょうか。

早い段階で指定管理者の指定が受けられるよう、検討いたします。

N42 入札説明書 24 第5 7 指定管理者の指定 指定管理者の議会の議決は「供用開始まで」となっています
が、事業契約締結時までにはなりませんでしょうか。

N41の回答をご参照ください。

N43 入札説明書 24 第5 7 指定管理者の指定 指定管理者の指定について、「供用開始までに議会の議決を得
て事業者と協定を締結するものとする」とあります。
本施設は指定管理者制度に基づく施設ですが、利用者の利便性
向上の為には、供用前より利用者受付等の業務を行うべきもの
とも思慮致します。
当該業務や指定管理者としての事前準備行為を行う為、前倒し
での指定管理者の指定を頂くような議会承認のスケジュールに
てご再考頂けませんでしょうか。

N41の回答をご参照ください。
また、川越市都市公園条例の規定、指定時期等については、維持管
理運営業務に支障が出ないように、検討します。

N44 入札説明書 24 第5 7 指定管理者の指定 本事業のスキームの検討に必要と思われますので、「指定管理
者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
その他必要な事項」及び市と指定管理者の間で締結される予定
の協定の内容等について「案」をお示し願えないでしょうか。

協定については、事業契約の内容を尊重し作成する予定です。
なお、年度協定（案）については、契約書別紙10をご参照くだ
さい。
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N45 入札説明書 24 第5 7 指定管理者の指定 最終行にある「協定」と事業契約の内容に矛盾や齟齬が生じた
場合には、事業契約が優先適用されると考えてよろしいでしょ
うか。

事業契約内容と指定管理者との協定内容については、齟齬が発生し
ないように協定書を作成する予定です。
なお、事業契約と指定管理者の指定について齟齬が生じた場合、どち
らも議決内容であることを鑑み、協議が必要であると考えます。

N46 入札説明書 27 第5 12 財務書類の提出 市が監査済財務書類の公開ができることにつき、公開の方法及
び期日については、事業者と協議の上なされると考えてよいで
しょうか。

現在、公表方法等については未定ですが、ホームページ及び担当窓
口での公表を検討しています。なお、公表に先立ち開示情報の内容等
について協議することは可能です。

N47 入札説明書 30 第8 1 （1
)

基本協定の締結 落札者決定後10日以内とありますが、参加企業の社内手続き等
を考慮いただき、締結スケジュールについては、落札後に協議
の上、決定していただけないでしょうか。

諸事情につきましては協議により考慮しますが、９月議会に上程する
には、８月中旬までに仮契約を行う必要があり、基本協定の締結は公
表したスケジュールを基本とし実施していく必要がありますので、ご理
解ください。

N48 入札説明書 30 第8 1 (1) 事業契約手続き 基本協定書締結まで土曜日曜祝日を含む10日以内と定められて
いますが、これでは平日で６日程度（週末２回含むと）とな
り、複数の構成員/協力企業が社内決裁手続きを経て持ち回りで
調印するには短すぎます。事業者側でも早期締結の努力はしま
すが、日数制限は設けず、「できる限り早期に」等の文言へ変
更していただけませんでしょうか。

N47の回答をご参照ください。

N49 入札説明書 30 第8 1 (1) 事業契約手続き 基本協定書や事業契約書案はあくまでも入札における条件書類
の一環であるものの、事業の円満な推進上、契約協議は欠かせ
ないものとしてほとんどのＰＦＩ案件で扱われておりますが、
本件でも、基本協定締結前、事業契約締結前のそれぞれの段階
で、落札者と貴市の間で協議或いは内容確認できる機会が与え
られるとの理解で宜しいでしょうか。

基本協定、事業契約書の締結に当たっては、明示していない、また疑
義が生じている事項等については内容確認等のための協議を実施す
ることを想定しています。

N50 入札説明書 30 第8 1 事業契約手続き 仮契約締結に向けたSPC設立期間が、落札後３０日を目処に行う
努力規定がありますが、一般に構成企業の役員会議決事項でも
あり、各社毎に役員会等の日程が違う中で、落札決定の時期に
よっては設立登記までに３０日以上要する可能性もあることに
もご配慮ください（特に夏季であるため実質営業日数が短い場
合もあります）

諸事情につきましては協議により考慮しますが、９月議会に上程する
には、８月中旬までに仮契約を行う必要があります。したがいまして、
公表したスケジュールを基本とし実施していく必要がありますので、ご
理解ください。

N51 入札説明書 30 第8 1 (2)
(3)

事業契約手続き SPC設立及び仮契約締結はともに落札後30日以内を目途との記載
がありますが、この日数は目途であり、事業者の義務ではな
い、という理解でよろしいでしょうか。（事業者側でも努力は
しますが、SPC設立には資本金払込みや設立登記などで事業者以
外の第三者の関与が必須であり、事業者側だけで日数をコント
ロールできない場合が想定されます。）

N50の回答をご参照ください。

N52 入札説明書 31 第9 2 様
式
1-
1-7

一次審査に関する提出書
類

施工実績の根拠書類として契約書等とありますが、コリンズ登
録書の写しでも宜しいのでしょうか。

コリンズ登録書の写しでも問題ありません。具体的、客観的に実績を
証明できるものであれば、契約書等以外であっても、代替書類として
取り扱います。

N53 入札説明書 39 第9 4 (2) 作成要領
文字フォント

提案書文字のフォント､10ポイントとすること（備考、コメント
等を除く）とありますが、図表中文字も除かれるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

N54 入札説明書 39 第9 4 (2) ウ　図面集　図面の紙面
の上を北とする

A公園配置図B配置図は紙面の上を北とし、各階平面図以下につ
いては図面の見やすい方位で表現する理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。


